
間
刷
　
．
ｎ
‖
開
聞
日
日

忠
脚
刷

。
川
州
側
附
加

融
肌

笹
．
朝
川
肝
ル

ｍ
脾
〃
ｌ

醐
酬

地
肌
脚

1月25。

・・、、第541号

毎　月　10　日・25日

福　岡　県　遠　賀　郡

水　巻　町　発　行
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おめでと　う20歳

ト〓
ｌタスのて社会人と　し

町

内

の

新

成

人

3

6

7

人

民
法
第
三
条
は
「
満
二
十
年
ヲ
以
テ
成

年
ト
ス
」
と
定
め
て
お
り
、
法
律
上
、
独

立
の
社
会
人
と
し
て
の
地
位
が
与
え
ら
れ

ま
す
。
二
十
歳
に
な
っ
た
み
な
さ
ん
今
年

は
、
一
人
前
の
大
人
と
し
て
、
ま
た
、
一

人
の
社
会
人
と
し
て
、
新
し
い
〝
門
出
″

の
年
で
す
。

一
月
十
五
日
は
「
成
人
の
日
」
。
全
国
で

今
年
、
二
十
歳
を
迎
え
る
若
者
は
は
百
六

十
四
万
人
、
水
巻
町
内
で
は
男
百
七
十
三

人
、
女
百
九
十
四
人
の
三
百
六
十
七
人
が

成
人
の
仲
間
入
り
を
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
日
、
水
巻
町
で
も
新
成
人
を
祝
う

式
典
が
町
民
会
館
で
、
二
百
十
五
人
の
新

成
人
を
迎
え
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

会
場
は
、
今
年
も
女
性
の
ほ
と
ん
ど
が

和
服
姿
、
華
や
か
な
雰
囲
気
の
な
か
伊
藤

町
長
を
は
じ
め
各
来
賓
か
ら
お
祝
い
や
激

励
の
言
葉
が
送
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
新
成
人
を
代
表
し
て
、
頃

末
の
吉
田
冨
久
子
さ
ん
が
答
辞
を
述
べ
ま

し
た
、
式
終
了
後
今
年
は
、
ふ
る
さ
と
芸

能
と
し
て
飯
塚
市
の
「
褒
祖
大
我
」
が
勇

壮
に
披
露
き
れ
、
新
成
人
の
門
出
を
力
づ

け
る
太
鼓
の
音
が
会
場
一
杯
に
響
き
わ
た

っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
中
学
生
時
代
の

恩
師
を
囲
ん
で
の
交
歓
会
も
行
わ
れ
、
自

分
の
現
況
や
中
学
生
時
代
の
思
い
出
に
話

し
が
は
ず
ん
で
い
ま
し
た
。

大
人
に
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
、
自
ら

生
き
抜
こ
う
と
す
る
青
年
を
祝
い
励
ま
す

ー
　
国
民
の
祝
日
で
あ
る
「
成
人
の
日
」

に
は
、
新
し
い
時
代
を
担
う
若
い
み
な
さ

ん
方
へ
の
熱
い
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
ガ
ン
バ
レ
新
成
人
1
。

は
た
ち
の
実
感

わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
密
接
し
て
い

る
法
律
、
民
法
で
は
、
未
成
年
で
結
婚

し
て
い
る
場
合
を
除
き
「
満
二
十
年
ヲ

以
テ
成
年
ト
ス
」
と
明
記
さ
れ
て
お

り
、
は
た
ち
に
な
っ
て
初
め
て
、
社
会

的
・
法
的
に
一
人
前
の
社
会
人
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
未
成
年

者
が
婚
姻
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ

て
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
＝
民
法
第
七
五
三
条
）
。

で
は
、
一
人
前
の
社
会
人
と
し
て
教

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
は
、
具
体
的
に

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

▼
財
産
の
処
分
、
金
銭
の
貸
し
借
り

小
遣
い
な
ど
を
別
に
す
れ
ば
、
未
成

年
者
は
た
と
え
自
分
の
財
産
で
あ
っ
て

も
保
護
者
の
承
諾
な
し
に
売
っ
た
り
買

っ
た
り
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
成
人
に

な
る
と
、
自
分
の
責
任
で
そ
れ
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
お
金
の
貸
し
借
り
に
つ

い
て
も
同
じ
で
す
。

▼
就
　
職

成
人
に
な
る
と
、
保
護
者
の
同
意
が

な
く
て
も
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▼
養
子
縁
組

未
成
年
者
が
養
子
に
な
る
と
き
は
、

原
則
と
し
て
家
庭
裁
判
所
の
許
可
が
必

要
で
し
た
。
し
か
し
、
は
た
ち
に
な
る

と
自
分
の
意
思
だ
け
で
だ
れ
の
養
子
に

も
な
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
華
子

を
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
結
　
婚

男
は
十
八
歳
、
女
は
十
六
歳
に
な
る

と
結
婚
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は

父
母
の
同
意
が
あ
れ
ば
の
話
で
す
。
は

た
ち
に
な
る
と
、
二
人
の
意
思
だ
け
で

結
婚
で
き
ま
す
。

皐はた　ち寸　にな　っ　た　ら　国「民年金に加入し　ま　し　ょ　う．／
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遠賀郡4カ町
合同出初式

ネ
ズ
　
ミ
退
治
作
戦
（
2
月
1
日
～
2
9
日
）

＝
水
巻
町
地
区
衛
生
推
進
協
議
会
＝

古
賀

故
温
水
重
高
殿

温
水
カ
ツ
ヨ
殿

高
松
団
地
　
　
故
富
川
ヒ
デ
殿

一
月
八
日
肌
寒
い
冬
空
の
下
、
岡
垣

町
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
遠
賀
郡

四
力
町
消
防
合
同
出
初
式
が
行
な
わ
れ

ま
し
た
。

来
賓
や
見
物
人
が
多
数
見
守
る
中
、

団
員
に
よ
る
分
列
行
進
や
小
隊
訓
練
、

ポ
ン
プ
車
技
法
、
郡
消
防
署
員
に
よ
る

は
し
ご
車
操
法
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
表
影
式
に
は
消
防
活
動
に
貢

献
の
あ
っ
た
団
員
や
一
般
の
方
々
が
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。
当
町
関
係
の
受
彰
者

は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
敬
称
略
）

日
本
消
防
協
会
長
表
彰

○
精
培
葦
＝
篠
原
信
幸

○
勤
続
章
＝
宮
川
静
雄
、
篠
原
信
幸

福
岡
県
知
事
表
彰

○
永
年
勤
続
＝
岡
部
嘉
紀
、
安
永
仙
之

助
、
白
木
馨
、
樋
口
弘

福
岡
県
消
防
協
会
長
表
彰

○
永
年
勤
続
（
2
5
年
）
武
尾
友
治
、
梯

和
利
　
（
2
0
年
〕
岡
部
嘉
紀
、
安
永

仙
之
助
、
白
木
馨
、
樋
口
弘
　
（
1
5

年
〕
松
本
大
次
郎
、
藤
本
安
男
、
安

田
修
治
、
浅
沼
政
次
　
（
1
0
年
）
梶

山
和
男
、
徳
永
弥
太
郎
、
輪
竹
洋
介

清
水
義
夫
、
日
高
定
信
、
渡
辺
泰
信

境
康
一
、
宮
崎
開
造
、
増
田
芳
幹

○
優
良
団
員
＝
安
田
修
治
、
梶
山
和
男

尾
田
好
春
、
清
水
寛

○
兄
弟
団
員
＝
福
沢
和
秀
、
福
沢
良
信

○
防
火
消
防
施
設
宣
伝
普
及
改
善
功
労

者
＝
宮
川
敏
子
、
富
永
宗
信
、
田
代

善
紀

福
岡
県
民
火
災
共
済
理
事
長
表
彰

○
団
体
　
水
巻
町
消
防
団
第
三
分
団

○
個
人
　
篠
原
信
幸

今
年
は
ネ
ズ
ミ
年
。
ネ
ズ
ミ
が
お
る

と
縁
起
が
い
い
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
る

例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
反
面
ネ
ズ
ミ
は
、
農
作
物

や
食
料
品
を
食
い
荒
ら
す
ほ
か
、
各
種

疾
病
を
媒
介
す
る
な
ど
、
わ
た
く
し
た

ち
の
生
活
に
と
っ
て
好
ま
し
い
動
物
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ズ
ミ
は
、
年
間
を

通
し
て
生
息
し
ま
す
が
、
特
に
三
月
～

五
月
、
九
月
～
十
二
月
に
殖
え
、
活
動

が
多
く
タ
ネ
ズ
ミ
退
治
″
は
、
二
月
と

八
月
が
最
適
で
す
。

そ
こ
で
、
二
月
一
日
か
ら
二
月
二
十

九
日
ま
で
県
下
一
斉
に
地
域
ぐ
る
み
の

防
除
運
動
を
展
開
い
た
し
ま
す
。
あ
な

た
の
家
で
も
、
こ
の
期
間
に
是
非
〝
ネ

・
－
－
・
－
▲
▼
′
㌧
′
ｌ
ｌ
・
…
　
－
・

消
防
協
会
遠
賀
支
部
長
表
彰

輸
竹
洋
介
、
浅
沼
政
次

消
防
団
長
表
彰

○
定
例
＝
樋
口
弘
、
下
田
修
二
、
杉
野

垂
勝
、
渡
辺
信
幸
、
香
月
数
則
、
藤

城
典
生
、
若
松
勝
己
、
安
永
透
、
永

嶋
頓
一

〇
特
別
＝
岡
部
嘉
紀
、
松
本
大
次
郎
、

久
保
田
義
隆
、
椒
繁
善
、
井
川
信
雄

経
塚
慶
次
、
吉
川
貢

ズ
ミ
退
治
″
を
行
な
い
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
毒
え
さ
（
ク
マ
リ
ン
ラ
ッ
ト
）

を
無
料
で
さ
し
あ
げ
ま
す
の
で
、
各
組

単
位
で
と
り
ま
と
め
て
、
組
長
さ
ん
が

役
場
衛
生
係
ま
で
取
り
に
お
い
で
下
き

い
。

寄
付
の
　
お
礼

◎
金
一
封
（
役
場
退
職
記
念
）

宗
像
市
　
池
永
正
利
殿

◎
香
典
返
し

上
二

頃
末

吉
田
団
地

（
分
譲
）

梅
ノ
木
団
地

古
賀

吉
田
三

次
の
万
か
ら
ご
寄
贈
が
あ
り
ま
し
　
　
猪
熊

た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す

吉
川
　
武
士
殿

故
坂
田
セ
ノ
殿

坂
田
　
信
雄
殿

故
武
尾
金
男
殿

武
居
　
友
治
殿

故
原
　
清
人
殿

原
　
　
正
義
殿

故
金
子
三
雄
殿

金
子
　
絹
江
殿

故
西
岡
新
治
殿

西
岡
敬
次
郎
殿

故
藤
崎
カ
ン
殿

藤
崎
ユ
キ
ヱ
殿

故
樋
口
藤
戒
殿

樋
口
　
澄
代
殿

ｔ

，

．

．

＿

1

一

こ

，

’

，

ｈ

＿

．

°

．

＿

一

．

．

．

＿

．

ａ

ｔ

ｔ

°

，

’

＿

＿

．

＿

ｒ

ｔ

＿

ｔ

ｔ

－

ｔ

，

ｔ

，

．

．

こ

こ

．

．

0

，

．

′

一、．：∴、′　　－

；＝こ彗＝二一一「嘩二二土こ撃」一ＦてｒＪ＿二一㌢聖

はな　だ　　　げん　7こ

花田　帝太くん
昭和58年1月29日生

（噸啓子）さんの長男

もうすぐ養生臼。伝い歩きも

卒業かな？毎日元気にいたずら

ばかりの源太君です。たくまし

く育ってほしいです。

（梅ノ木団地16棟）

答辞を述べる川島団長

なかむら　ゆき

中村　友紀ちゃん
昭和58年2月1日生

（躍享）さんの長女

ハーマンの歌が大好きで、踊

りながら毎日見ています。将来

は、歌って折る大スターになっ

て両親を楽にさせてネ．／

（伊左座330の83）

毎月1日は、交通安全の日　「思いやり　ゆずる心で　防ぐ事故」
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培塞

き十

芋
菜

涛
嘉
寮
宵
及

恐
音

決

棄 士
士

☆

嚢Ｉこ

遊芸

悪

妻

書
聖

も

‡
藁

萎
：ヱ無室
璧

昭

和
華
Ｉの

婆 き

ヽヽ
ノ

5 7

年

度

釜

透

華
に
萱

く
き

許

翌

萎

衰
し
窺

第

線
と
葦

藩
箋

布
き
載
る
茫
勲

章

弄

潜
赤
字
決
寮

欝

鞋

き
課
し
て

の

－

算

健
全
な
財
政
を
固
守

体
育
館
建
設
等
都
市
整
備
に
配
慮

般会計決算概況

歳　　入　　46億4，911万円

歳　　出　　44億5，263万円

差引残額　　1億9，648万円

昭
和
五
十
七
年
度
の
一
般
会
計
の
決

算
額
は
、
歳
入
歳
出
差
引
き
一
億
九
千

六
百
四
十
八
万
三
千
四
百
四
十
八
円
の

黒
字
決
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
内
、
繰
越
明
許
費
や
事
故
繰

越
し
（
工
事
の
施
工
上
翌
年
度
に
工
事

費
の
一
部
を
繰
越
す
こ
と
）
額
が
七
千

七
百
五
十
四
万
七
千
円
あ
り
、
実
質
一

億
一
千
八
百
九
十
三
万
六
千
四
百
四
十

八
円
の
黒
字
決
算
と
な
り
ま
す
。

五
十
七
年
度
の
財
政
状
況
は
、
財
政

の
弾
力
性
を
判
断
す
る
指
標
で
あ
る
経

常
収
支
比
率
が
年
々
低
下
し
て
き
て
お

り
、
余
剰
財
源
の
率
を
示
す
実
質
収
支

比
率
は
四
・
四
七
％
と
昨
年
度
と
比
べ

二
・
五
一
％
と
大
幅
に
上
が
っ
て
お
り

ま
す
。
し
か
し
、
反
面
公
債
比
率
は
八

・
四
％
と
昨
年
度
よ
り
〇
・
九
％
増
え

て
お
り
、
こ
れ
は
町
民
体
育
館
建
設
や

遠
賀
保
健
所
跡
地
の
買
収
な
ど
新
た
な

施
設
の
整
備
が
加
わ
っ
た
た
め
で
、
五

十
八
年
度
か
ら
は
庁
舎
建
設
も
始
ま
り

公
債
費
の
増
加
も
考
え
ら
れ
、
よ
り
一

層
の
健
全
な
財
政
運
営
に
努
め
な
け
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。？

次
に
決
算
の
内
容
で
す
が
、
歳
入
面

を
見
ま
す
と
、
町
税
や
使
用
料
・
手
数

料
な
ど
の
自
主
財
源
が
二
十
二
億
七
千

六
百
十
四
万
円
と
全
歳
入
の
四
九
％
を

占
め
、
地
方
交
付
税
や
国
・
県
支
出
金

な
ど
の
依
存
財
源
と
約
半
々
の
財
源
構

成
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

特
に
前
年
度
と
比
べ
増
減
の
大
き
い

の
は
、
町
税
一
億
七
千
四
百
七
十
八
万

円
の
増
、
繰
入
金
二
千
九
百
五
十
一
万

円
の
増
こ
れ
は
、
職
員
の
退
職
手
当

に
充
て
る
た
め
の
基
金
か
ら
の
繰
入

れ
。
次
に
、
諸
収
入
一
億
五
千
五
百
一

万
円
の
減
こ
れ
は
、
五
十
五
年
度
に
改

良
住
宅
建
設
事
業
が
終
了
し
た
こ
と
に

よ
り
、
新
産
業
都
市
等
補
助
金
が
本
年

度
か
ら
入
っ
て
来
な
く
な
っ
た
た
め
で

す
。
次
に
地
方
交
付
税
は
四
千
二
百
三

十
一
万
円
の
増
、
国
庫
支
出
金
は
四
千

九
百
十
一
万
円
の
増
こ
れ
は
、
新
規
事

業
と
し
て
町
民
体
育
館
建
設
や
砂
山
・

丸
ノ
内
線
道
路
舗
装
事
業
、
自
転
車
置

場
設
置
工
事
の
実
施
に
伴
う
も
の
で

す
。
次
に
、
町
債
は
一
億
一
千
八
百
四

十
万
円
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は

町
民
体
育
館
建
設
や
遠
賀
保
健
所
跡
地

の
買
収
が
大
き
な
も
の
で
す
。

歳
出
面
（
性
質
別
）
で
は
、
人
件
費

や
物
件
費
、
し
尿
・
ご
み
処
理
場
、
消

防
署
な
ど
の
運
営
の
た
め
の
一
部
事
務

組
合
負
担
金
及
び
町
債
返
済
な
ど
の
義

務
的
及
び
経
常
的
経
費
が
二
十
八
億
七

千
五
百
四
十
五
万
円
、
道
路
の
改
良
・

舗
装
や
鉱
害
復
旧
、
体
育
施
設
整
備
な

ど
の
投
資
的
経
費
が
十
一
億
二
千
百
九

十
六
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

内
容
と
し
て
は
、
人
件
費
は
前
年
度

よ
り
四
千
九
百
二
十
九
万
円
減
少
し
て

お
り
ま
す
。
一
部
事
務
組
合
の
負
担
金

は
、
総
計
で
三
億
三
千
二
百
六
十
四
万

円
と
前
年
度
よ
り
二
千
六
百
三
十
四
万

円
増
加
し
て
お
り
、
今
後
も
増
え
る
と

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
町
に
と
っ
て
大
き

な
負
担
と
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。ま

た
、
庁
舎
及
び
中
央
公
民
館
建
設

等
の
準
備
基
金
と
し
て
四
億
四
百
万

円
、
退
職
手
当
準
備
基
金
と
し
て
一
千

六
十
四
万
円
の
積
立
を
行
な
っ
て
お
り

ま
す
。

く・‾こここ拝空音笥

区　　　　　 分 決 算 額 （万 円 ） 構 成 比 （％）

自

主

財

源

町　　　　　　　　 税 12億 9 ，87 4 2 8 ．0

分 銅 金 及 び 負 如 金 5 ，73 9 1 ．2

使 用 料 及 び 手 数 料 2億 9 、2 10 6 ．3

財　　 産　　 収　　 入 9 ，33 1 2 ．0

寄　　　 附　　　 金 30 0 ．0

繰　　　 入　　　 金 2 ，95 2 0 ．6

繰　　　 越　　　 金 6 ．21 6 1 ．4

諸　　　 収　　　 入 4億 4 ，26 2 9 ．5

計 22億 7 ，6 14 4 9 ．0

依

在

財

源

地　 方　 譲　 与　 税 4 ．80 9 1 ．0

自動 車 取 得 税 交 付 金 4 ．19 6 0 ．9

地　 方　 交　 付　 税 14 億 0 ．8 1 7 3 0 ．3

交通安全対策特別交付金 414 0 ．1

国　 庫　 支　 出　 金 4億 4 ．70 4 9 ．6

県　　 支　　 出　　 金 1億 3 ．81 7 3 ．0

町　　　　　　　　 情 2 億 8 ，54 0 6 ．1

計 23 億 7 、29 7 5 1 ．0

合　　　　　 計 46 億 4 ，9 1 1 1 0 0 ．0

毎月　8　日　は、　二輪車、　自転車の交通安全の　日
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財　政　状　況

財 政 力 指 数 0 ．436 （1 に近いほ ど財政力が強 い）

実質収支比率 4 ．4 7％ （数値が大きいほど余剰財源がある

公 債 費 比 率 8．4％ （低いほど債務 が少い）

経常収支比率 73．0％
経常的経費が経常的一般財源 に占
める割合い （70～80％が標準的）

ことここ疋城漣畔こざニＺここ‘こ‘1‾ンニここ鞍ＩＥｉ

区　　　　　 分 決 算 額 （万 円 ） 構 成 比 物）

義

務
的

及

び
経

常

的

経

費

人　　　 件　　　 費 10億 1 ，713 22 ．9

物　　　 件　　　 費 3億 6 ．756 8 ．3

維　 持　 補　 修　 費 7 ，230 1 ．6

扶　　　 助　　　 費 4億 0 ．59 5 9 ．1

補　　 助　　 費　　 等 5億 0 ，389 11 ．3

公　　　 憤　　　 費 5億 0 ，86 2 11 ．4

小　　　　　　　　 計 28億 7 ，54 5 64 ．6

投

資

的

経

費

普 通 建 設 事 業 費 6億 0 ，953 13 ．7

災 害 復 旧 事 業 費 3億 5 ，952 8 ．1

失 業 対 策 事 業 費 1億 5 ，29 1 3 ．4

小　　　　　　　　 計 11億 2 ，196 25 ．2

そ
の
他
の
経
費

碑　　　 立　　　 金 4億 1 ．463 9 ．3

投 資 及 び 出 資 金 7 0 ．0

繰　　　 出　　　 金 4 ，052 0 ．9

小　　　　　　　　 計 4 億 5 ，522 10 ．2

歳　 出　 合　 計 44 億 5 ，263 100 ．0

（単位：ｌｌ】）

町
営
住
宅
使
用
料

惑
質
滞
納
者
に
強
い
措
置

五
十
七
年
度
会
計
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の
内
、
未
収
金
額

は
三
千
六
百
八
十
二
万
円
で
す
。
こ
の
内
、
住
宅
使
用
料
（
家

賃
）
の
滞
納
が
三
千
六
百
七
十
九
万
円
、
道
路
河
川
占
用
料
の

滞
納
が
三
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

住
宅
使
用
料
の
滞
納
に
つ
い
て
は
、
五
十
七
年
度
の
滞
納
が

二
百
二
十
九
世
帯
一
千
七
百
九
十
三
万
円
、
五
十
六
年
度
ま
で

の
滞
納
が
二
百
四
十
三
世
帯
一
千
八
百
八
十
六
万
円
と
な
っ
て

お
り
、
中
で
も
三
年
以
上
滞
納
し
て
い
る
世
帯
が
七
十
九
世
帯

八
百
十
万
円
あ
り
ま
す
。

町
で
は
再
三
の
督
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
住
宅
使
用
料
を
納
め

な
い
悪
質
入
居
者
に
対
し
、
滞
納
使
用
料
の
納
入
と
住
宅
の
明

渡
し
を
求
め
る
民
事
調
停
や
訴
訟
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
を
行

な
っ
て
お
り
ま
す
。

住民の税負担状況

総　　 額 町 民 税
固　　 定

資 産税

軽自動車

税

た　ば　こ

消費 税
電 気 税 ガ　ス　税

特別土地

保有 税

住民1人
当り
45，189

22，565 16，674 307 3．512 1，854 15 262

1世帯当
り
142．141

70，978 52，450 965 11，046 5，831 47 824

町傭借入金の推移（単位：万円）　　57年鹿町僑借入金の内訳

都　 市　 計　 画　 事　 業 1 ，630万円

鉱　 害　 復　 旧　 事　 業
ｌ

1 ，860万円

特定地域開発就労事業 1 、270 万円

道　 路　 整　 備　 事　 業 7 ，500万円

過　 疎　 対　 策　 事　 業 7 ，290万円

公共用地先行取得事業 8 ．990 万円

計 2億 8 ，540 万円

5 2 年 度 末 現 在 3 7億 5 ．58 5

5 3　　 ク 4 1億 1．4 3 5

5 4　　　 ケ 4 3億 9 ，4 5 4

5 5　　　 ケ 4 4億 5 ，0 32

5 6　　 ク 4 4億 0 ．8 0 4

5 7　　　 〃 4 4億 9 ．0 3 1

た　し　かめ　て　渡　る　あ　な　たが　子の手本（交通安全スローガン）



特
別
会
計
決
算
概
況

ｔ
〃
も

国
民
健
康
保
険
会
計
．

ロ
ｔ
Ｒ

璃和59年1月25日　用冊日脚日脚ⅢⅢⅢⅢ冊Ⅲ冊Ⅲ冊ｉｌ

特別会計決算の状況

本
会
計
の
決
算
は
、
四
百
三
十
五
万

円
の
赤
字
決
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
一
般
会
計
か
ら
二
千
万
円

の
繰
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実

質
二
千
四
百
三
十
五
万
円
の
赤
字
で
あ

り
ま
す
。

歳
入
で
は
、
保
険
税
三
億
六
百
五
十

二
万
円
〔
前
年
度
に
比
べ
三
千
七
百
三

十
八
万
円
増
）
と
国
庫
支
出
金
五
億
七

百
三
十
七
万
円
（
同
三
千
六
百
五
十
六

万
円
増
）
で
、
全
歳
入
の
九
七
％
を
占

め
て
お
り
、
県
支
出
金
は
、
わ
ず
か
五

十
二
万
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

歳
出
で
は
、
前
年
度
に
比
べ
八
千
四

百
二
十
一
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
お
り

ま
す
が
、
こ
の
主
な
も
の
は
保
険
給
付

費
七
千
三
百
七
十
万
円
の
増
と
老
人
保

健
会
計
へ
．
の
拠
出
金
一
千
六
百
九
十
万

円
で
あ
り
ま
す
。
歳
出
の
主
な
も
の
は

保
険
給
付
費
で
七
億
八
千
九
百
十
九
万

円
が
支
出
さ
れ
、
歳
出
絵
額
の
九
三
・

三
％
を
占
め
て
お
り
ま
す
。

そ
の
原
因
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
医

療
費
が
毎
年
一
〇
％
～
二
〇
％
上
昇
し

て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。
一
般

会
計
か
ら
二
千
万
円
の
繰
入
れ
を
行
な

っ
て
も
赤
字
決
算
と
な
り
ま
し
た
が
、

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
に
も
限
度
が

あ
り
、
ま
た
、
医
療
費
の
動
向
を
考
え

る
と
今
後
も
国
保
会
計
の
好
転
は
望
め

ま
せ
ん
。
保
健
制
度
の
改
正
し
か
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
早
急
に
解
決
す
る

問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
現
状
で
は
、
一
人
一
人
が
保
健
予

防
に
つ
と
め
受
診
率
を
下
げ
る
し
か
方

法
が
な
い
と
考
え
ま
す
。
医
療
費
通
知

を
受
け
取
ら
れ
た
ら
、
も
う
一
度
自
分

の
健
康
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
下
さ
い

過去3か年の比較

区分　　　　 年度 1　 55 56 57

世　　 帯　　 数 2 、7 99世帯 2 ，988世 帯 3 ．14 9世帯

被 保 険 者 数 7 ，314 人 7 ，389 人 7 ，64 8 人

1 人 当 り保 険税 32 ，238 円 38 ，604円 4 3 ，08 7円

1 人 当 り医療 費 109 ．905 円 123 ．765 円 14 3 、53 5円

療　　 養　　 費 5 億 6 ，2 25万 円 6 億 3 ，962万 円 6億 9 ．570 万円

下
水
道
会
計

冊冊…脾

本
会
計
の
決
算
は
、
四
百
四
十
二
万

二
千
円
の
赤
字
決
算
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。こ

の
事
業
は
、
昭
和
五
十
八
年
二
月

か
ら
発
足
し
た
老
人
保
健
法
に
よ
り
、

七
十
歳
（
寝
た
き
り
の
人
は
六
十
五
歳
）

以
上
の
お
と
し
よ
り
を
国
民
健
康
保
険

事
業
か
ら
切
り
離
し
、
別
立
て
と
し
て

新
し
く
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
支
払
基
金
交

付
金
三
千
七
百
四
十
万
九
千
円
、
国
庫

支
出
金
一
千
百
三
十
九
万
九
千
円
、
県

支
出
金
二
百
九
十
七
万
八
千
円
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
金
四
百
九
十
万
三
千

円
で
す
。

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
医
療
給
付
費

五
千
九
百
七
十
四
万
六
千
円
、
医
療
費

支
給
費
三
十
二
万
五
千
円
、
医
療
費
の

審
査
支
払
手
数
料
十
万
円
と
医
療
諸
費

で
全
歳
出
の
九
八
・
二
％
を
占
め
て
い

ま
す
。
こ
の
会
計
も
、
国
保
会
計
と
同

じ
く
医
療
費
の
動
向
、
受
診
者
の
年
令

を
考
え
る
と
、
今
後
も
好
転
は
望
め
ま

せ
ん
。
苦
し
い
事
業
運
営
に
な
る
と
考

え
ま
す
。

（

本
会
計
の
決
算
は
、
一
千
九
百
八
十

七
万
円
の
黒
字
決
算
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。歳

入
の
主
な
も
の
は
、
下
水
道
使
用

料
三
千
五
百
九
十
三
万
一
千
円
、
繰
越

金
五
百
九
十
四
万
六
千
円
、
基
金
利
子

三
百
三
十
七
万
九
千
円
、
諸
収
入
一
億

四
千
七
百
七
十
五
万
六
千
円
、
諸
収
入

の
中
に
は
、
預
金
利
子
二
十
万
四
千
円

空
屋
等
戸
数
使
用
料
（
運
営
赤
字
負
担

金
）
三
千
百
十
九
万
六
千
円
、
修
繕
費

負
担
金
一
億
五
百
十
一
万
八
千
円
で
す

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
下
水
処
理
場

管
理
委
託
料
二
千
二
百
六
十
四
万
円
、

燃
料
代
な
ど
需
用
費
二
千
三
十
六
万
四

千
円
、
人
件
費
な
ど
の
一
般
事
務
費
五

百
三
十
九
万
五
千
円
、
繰
出
金
一
億
二

千
五
百
三
万
六
千
円
で
す
。

な
お
、
繰
出
金
は
将
来
処
理
場
の
修

理
に
多
額
の
資
金
が
必
要
と
な
る
こ
と

も
あ
り
、
基
金
と
し
て
積
立
て
る
も
の

で
す
。
こ
れ
で
、
二
億
二
千
二
百
七
十

一
万
円
の
積
立
額
と
な
り
ま
す
。

差
引
残
額
七
十
七
万
八
千
円
で
す
。

▽
業
務
勘
定
＝
歳
入
五
百
四
十
四
万

一
千
円
、
歳
出
五
百
六
万
円
、
差
引
残

額
三
十
八
万
一
千
円
で
す
。
歳
入
の
主

な
も
の
は
、
県
支
出
金
三
百
五
十
五
万

五
千
円
、
二
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
百

三
十
万
円
。
歳
出
の
主
な
も
の
は
、
人

件
費
な
ど
総
務
費
四
百
九
十
四
万
円
で

あ
り
ま
す
。

農
業
共
済
会
計

本
会
計
の
決
算
状
況
は
、
百
十
六
万

円
の
黒
字
決
算
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

全
額
翌
年
度
へ
繰
越
し
ま
し
た
。

▽
農
作
物
共
済
勘
定
＝
歳
入
百
八
十

六
万
七
千
円
、
歳
出
百
八
万
九
千
円
、

′

町県民税

国民健康保険税

（第4期分）

1月31日までに納め
てください。

急い　で　も　き　ち　ん　と　見ま　す　み　ぎ　ひ　だ　り　（交通安全スローガン）
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住
民
税
・
国
保
税
の
申
告
は

3

月

1

5

　

日

ま

　

で

　

／

（

一
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

の
時
期
が
や
っ
て
釆
ま
し
た
。
該
当
さ

れ
る
方
は
、
三
月
十
五
日
（
木
曜
）
の

申
告
期
限
ま
で
に
必
ず
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。

☆
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人

所
得
税
の
確
定
申
告
を
提
出
し
な
い

人
で
も
、
次
の
万
は
住
民
税
・
国
保
税

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
自
営
業
者

㊥
農
業
者

④
外
交
員
、
ホ
ス
テ
ス
な
ど
自
由
業
者

④
家
賃
な
ど
不
動
産
に
よ
り
生
計
さ
れ

て
い
る
人

⑤
大
工
、
佐
官
業
者

㊥
日
雇
な
ど
日
給
者

⑦
年
金
、
恩
給
を
受
け
て
い
る
人

⑧
給
与
所
得
者
で
住
民
税
を
給
与
か
ら

天
引
き
れ
て
い
な
い
人

申告と納税相談日程

月　 日 時　 間 場　 所 地　　 区　　 名

2 月1 3 日 9 時～16時 役場東別館 二町 住、 下二町 住 、吉田 団地

2 月1 4 日 ク ケ 高松 団地

2 月1 5 日 ケ 〃
鯉口団地、鯉口分譲、結熊町住、立屋敷、
伊左座、みずほ団地、古賀区、二杜区

2 月1 6 日 ク 〃 樋 口、下二

2 月1 7 日 ケ ケ 梅 ノ木団地 、猪 熊

2 月20 日 ク ク 美吉野団地、勅、古賀、新生街、古賀団地

2 月2 1 日 ケ ケ 二（野間町住、サニーニュータウン含む）、
吉田イワゼ町住、入日二興産、林住宅、吉田二

2 月2 2 日 ケ ク おかの台 団地 、 高尾 団地

2 月2 3 日 ◆ ケ 吉田一、吉田三（緑風園用地、垣添町住含む）

2 月24 日 ク 〃 噴末 （松 栄荘 団地 、 水巻苑 含む）

農　 業　 戸斤　得　 の　 あ　 る　 人

2 月28 日 9時～16時 役場東別館 古 賀、樋 口 、猪熊

2 月29 日 ク 〃 立屋 敷 、伊 左座 、二、 下二

3 月 1 日 ク 〃 吉 田一、 吉 田二、吉 田 三、頃未 、机

所
得
税
の
確
定
申
告
は

正
し
く
、
お
早
め
に

昭
和
五
十
八
年
分
の
所
得
税
の
確
定

申
告
は
、
二
月
十
六
日
か
ら
受
付
が
始

ま
り
ま
す
。
申
告
期
限
は
三
月
十
五
日

で
す
が
期
限
間
近
に
な
り
ま
す
と
、
税

務
署
は
大
変
混
雑
し
、
落
ち
着
い
て
相

談
で
き
な
か
っ
た
り
、
長
時
間
お
待
ち

い
た
だ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
の
で
、
確
定
申
告
は
で
き
る
だ
け

早
く
行
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は
一
年
間
の
所

得
と
そ
の
税
額
を
、
納
税
者
が
自
ら
正

し
く
計
算
し
て
申
告
し
、
納
税
す
る
と

い
う
民
主
的
な
申
告
納
税
制
度
に
な
っ

て
い
ま
す
。

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

人
が
申
告
し
な
か
っ
た
り
、
正
し
く
な

い
申
告
を
し
た
り
し
ま
す
と
、
後
で
不

足
の
税
金
を
納
め
る
だ
け
で
な
く
、
不

足
税
額
の
一
〇
％
又
は
五
％
の
割
合
の

加
算
税
が
課
さ
れ
、
延
滞
税
も
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
不
正
な
行
為
が
あ
っ
た
よ
う
な

場
合
に
は
、
普
通
よ
り
重
い
加
算
税
を

課
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

還
付
申
告
は
正
し
く

と
こ
ろ
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
は

勤
務
先
で
年
未
調
整
を
済
ま
せ
る
と
ほ

と
ん
ど
の
方
は
確
定
申
告
を
し
な
く
て

も
よ
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

災
害
を
被
っ
た
り
、
多
額
の
医
療
費
を

支
払
っ
た
り
、
住
宅
を
新
築
や
購
入
し

た
方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
控
除

が
あ
り
、
確
定
申
告
を
す
れ
ば
、
す
で

に
海
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
が
戻
っ
て
く

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

還
付
申
告
は
、
昭
和
五
十
九
年
一
月

か
ら
税
務
署
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
市
（

区
）
役
所
、
町
村
役
場
で
も
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

還
付
金
の
お
受
取
り
は
、
申
告
書
が

集
中
し
て
提
出
さ
れ
た
場
合
、
一
カ
月

以
上
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

な
お
、
還
付
金
は
す
べ
て
銀
行
（
農

協
・
信
金
を
含
む
）
振
込
み
で
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
是
非
便
利
で

安
全
な
こ
の
方
法
を
ご
利
用
さ
れ
る
よ

う
お
勧
め
し
ま
す
。

贈
与
税
の
申
告
は

お
早
め
　
に

所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
二
月
十
六

日
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
贈
与
税
の
申

告
と
納
税
は
、
ひ
と
足
早
く
二
月
一
日

か
ら
始
ま
り
ま
す
。

咋
年
一
年
間
に
も
ら
っ
た
財
産
の
合

計
額
が
六
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、

税
務
署
に
贈
与
税
の
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
贈
与
税
」
と
い
う
の
は
、
人
か
ら

財
産
を
も
ら
っ
た
と
き
に
か
か
る
税
金

で
す
が
、
ご
主
人
名
義
の
土
地
を
奥
さ

ん
や
子
供
さ
ん
名
義
に
換
え
た
場
合
な

ど
も
贈
与
税
が
か
か
り
ま
す
。

振
替
納
税
の
お
勧
め

所
得
税
の
便
利
な
納
税
の
方
法
と
し

て
、
振
替
納
税
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、
銀
行
な
ど

の
預
金
口
座
か
ら
振
替
に
よ
っ
て
納
税

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
納
税
の

た
め
の
手
数
が
少
な
く
て
済
み
、
大
変

便
利
で
す
。
ご
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す

手
続
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
若
松
税

務
署
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

税
の
相
談
は
お
気
軽
に

帳
簿
の
付
け
万
や
決
算
の
仕
方
な
ど

お
分
か
り
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
若
松
税
務
署
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
相
談
は
電
話
で
も

結
構
で
す
。
も
ち
ろ
ん
無
料
で
す
。

若
松
税
務
署

魯

　

7

6

1

－

2

5

3

6

個
人
事
業
税
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

昭
和
五
十
六
年
度
の
地
方
税
法
の
改

正
に
よ
り
、
不
動
産
貸
付
業
、
駐
車
場

業
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
及
び
デ
ザ
イ

ン
業
の
四
業
種
が
、
新
た
に
個
人
事
業

税
の
課
税
の
対
象
と
な
る
事
業
と
し
て

追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
不
動
産
貸
付
業
と
駐
車
場

業
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
基
準
に
よ
り

事
業
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
若
松
財
務
事
務
所
（
蜜
7
6
1
・

4
0
2
3
）
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

な
お
、
個
人
事
業
税
の
納
期
は
、
八

月
と
十
一
月
の
二
回
と
な
っ
て
お
り
、

納
税
義
務
の
あ
る
方
に
は
毎
年
八
月
中

に
財
務
事
務
所
か
ら
納
税
通
知
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
必
ず

納
め
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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母
子
手
帳
の
交
付

▽
。
時
競
2
。
6
聖
午
前
昔

▽
場
所
役
場
西
別
館

▽
内
容
母
子
保
健
制
度
の
説
明
、

母
子
手
帳
の
使
い
方
、
検
診
結
果
の

説
明
、
個
人
相
談

※
注
意
事
項

①
保
健
所
で
の
妊
婦
検
診
終
了
後
1
0

日
以
上
経
っ
て
い
る
こ
と
。

⑧
印
鑑
を
持
参
の
こ
と
。

㊥
で
き
る
だ
け
本
人
が
お
い
で
下
さ

い
。

4
カ
月
児
健
康
相
談

▽
日
時
2
月
9
日
（
木
）

午
後
1
時
～
午
後
2
時

▽
場
所
役
場
西
別
館

※
4
カ
月
児
（
生
後
1
2
0
日
～
1

5
0
日
）
の
乳
児
に
対
し
て
、
ハ
ガ
キ

で
個
人
通
知
を
し
て
い
ま
す
。
ハ
ガ
キ

の
届
い
た
人
は
、
そ
れ
に
記
入
の
う
え

母
子
手
帳
と
バ
ス
タ
オ
ル
を
持
参
し
て

お
い
で
く
だ
さ
い
。
な
お
転
入
等
で
ハ

ガ
キ
が
届
い
て
な
い
方
は
、
衛
生
係
へ

連
絡
し
当
日
お
い
で
下
さ
い
。

7
カ
月
児
健
康
相
談

▽
日
時
2
月
1
3
日
〔
月
）

午
後
1
時
～
午
後
2
時

▽
場
所
役
場
酉
別
館

▽
対
象
者
　
7
カ
月
児
か
ら
8
カ
月
児

▽
内
容
　
身
体
計
測
、
運
動
発
達
観
察

そ
の
他
個
人
相
談

※
受
診
者
に
は
、
歯
科
検
診
無
料
券

を
発
行
い
た
し
ま
す
。

老
人
健
康
相
談

▽
日
　
　
時

▽
場
　
　
所

▽
対
象
者

▽
検
査
内
容

2
月
7
日
（
火
）

1
0
時
～
ｎ
時

机
山
荘

六
十
五
歳
以
上
の
人

検
尿
、
血
圧
測
定
、

1
歳
6
カ
月
児
健
康
相
談

▽
。
時
朋
2
。

6
聖
午
順
勘
鯛
2
時

▽
場
所
役
場
西
別
館

▽
対
象
児
1
歳
6
カ
月

～
1
歳
8
カ
月
児

▽
内
容
身
体
計
測
、
個
人
相
談

個
人
相
談

※
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
必
ず
持

参
く
だ
さ
い
。

乳
ガ
　
ン
検
診

▽
日
時
　
2
月
1
5
日
（
水
）

受
付
　
1
3
時
～
1
3
時
3
0
分

▽
場
所
　
水
巻
農
業
団
地
セ
ン
タ
ー

（
農
協
水
巻
支
所
よ
こ
）

健
康
診
断
を
受
け
ま
し
よ
う

健
康
診
査
は
、
目
榛
と
な
る
病
気
や

異
常
が
あ
る
か
ど
う
か
、
健
康
の
た
め

に
注
意
す
べ
き
点
は
何
か
を
知
る
大
事

な
機
会
で
す
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
に
是
非

受
診
し
ま
し
ょ
う
。

▽
実
施
日
程

。
日
時
　
3
月
4
日
（
日
）

受
付
　
8
時
3
0
分
～
1
1
時

。
場
所
　
水
巻
町
民
会
館

▽
健
診
内
容

一
般
診
査
及
び
精
密
検
査

（

▽
料
金一

般
診
査
一
〇
〇
円

精
密
検
査
　
六
〇
〇
円

た
だ
し
、
低
所
得
者
及
び
七
十
歳
以

上
の
人
は
無
料
で
す
。

▽
申
込
み
方
法

・
問
診
を
取
り
ま
す
の
で
、
役
場
衛

生
係
で
申
込
ん
で
下
さ
い
。
な
お
、

受
付
は
、
二
月
一
日
か
ら
先
着
一
〇

〇
名
で
締
切
り
ま
す
。

▽
定
員
　
5
0
名

※
申
し
込
み
は
、
役
場
衛
生
係
へ
直
接

電
話
く
だ
さ
い
。

2
月
の
詣
鮨
相
談

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
か
た
く
守

り
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

▽

日

時

　

2

月

6

日

、

2

月

1

3

日

2

月

2

0

日

、

2

月

2

7

日

い
ず
れ
も
1
3
時
～
1
6
時

▽
場
所
　
町
民
会
館
日
本
間

▽
主
催
　
町
社
会
福
祉
協
議
会

教
育
モ
ニ
タ
ー
募
集

文
部
省
が
送
る
文
書
に
意
見
な
ど
を

回
答
し
た
り
、
文
教
行
政
に
対
す
る
意

見
や
要
望
を
聞
く
た
め
次
の
と
お
り
、

教
育
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格

教
育
に
つ
い
て
関
心
が
あ
り
、
教

育
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
仕
事
に
熱
意
を

も
っ
て
い
る
年
齢
蒲
二
十
歳
以
上
の

日
本
国
民
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
万

は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

①
国
会
議
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の

議
会
の
議
員

⑧
常
勤
の
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公

務
員
（
た
だ
し
、
校
長
及
び
教
員
は

応
募
で
き
ま
す
。
）

⑧
行
政
相
談
委
員
法
に
よ
る
行
政
相

談
員

（

④
か
つ
て
文
部
省
教
育
モ
ニ
タ
ー
で

あ
っ
た
者

▽
申
込
み
先
・
申
込
み
用
紙
の
請
求

福
岡
市
博
多
区
東
公
園
七
－
七

福
岡
県
教
育
庁
管
理
部
企
画
室
広
報

係

（

蜜

0

9

2

・

6

5

1

・

1

1

1

1
）

▽
申
込
み
締
切
日
　
2
月
2
5
日
ま
で

県
民
マ
ラ
ソ
ン
大
会

▽
日
時
　
2
月
1
9
日
　
午
前
9
時

▽
場
所
　
福
岡
市
「
大
濠
公
園
」

▽
内
容
　
（
市
町
村
別
駅
伝
）
。
一
市

町
村
2
チ
ー
ム
以
内
。
チ
ー
ム
編

成
は
、
小
学
生
・
2
0
才
代
・
2
0
才
以

上
の
女
子
・
3
0
才
代
・
4
0
才
代
の
各

一
名
づ
つ
の
5
名
と
す
る
。

（
年
代
別
マ
ラ
ソ
ン
）
小
学
生
一

年
生
か
ら
六
年
生
の
各
部
、
中
学
生

男
子
の
部
、
中
学
・
高
校
女
子
の
部

・
高
校
・
青
年
・
一
般
男
子
の
部
（

4
0
才
未
満
）
、
壮
年
男
子
の
部
（
4
0

才
以
上
）
、
一
般
女
子
の
部
、
オ
ー

プ
ン
参
加
の
部

▽
申
込
み
先

（
市
町
村
別
駅
伝
）
町
教
育
委
員

会
へ
。
　
（
年
代
別
マ
ラ
ソ
ン
）
福

岡
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
（
県
東

公

国

会

館

蟹

0

9

2

・

6

4

1

・

8

7

1

3

）

　

へ
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教
育
相
談
の

お
知
ら
せ

町
教
育
委
員
会
で
は
、
福
岡
県
教
育

委
員
会
か
ら
相
談
員
を
派
遣
し
て
頂
き

教
育
相
談
を
受
け
ま
す
。

お
子
さ
ん
の
事
で
悩
み
や
不
安
の
あ

る
方
は
、
こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▽
相
談
期
日
　
5
9
年
2
月
2
3
日

▽
相
談
事
項
　
①
家
庭
や
地
域
に
お
け

る
児
童
・
生
徒
の
し
っ
け
や
親
子
関

係
で
悩
み
を
も
つ
父
母
に
対
す
る
相

談
　
㊥
児
童
・
生
徒
の
指
導
や
対
人

関
係
等
で
悩
み
を
も
つ
校
長
・
教
員

に
対
す
る
相
談
　
㊥
青
少
年
の
健
全

育
成
に
関
す
る
こ
と

▽
相
談
申
込
み

水
巻
町
教
育
委
員
会
へ
、
氏
名
・

年
令
・
住
所
を
、
2
月
7
日
午
後
5

時
ま
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。

北
九
州
盲
学
校
入
学
者
を
募
集

▽
募
集
人
員

幼
稚
部
（
五
歳
児
）
5
名
、
小
学

部
・
中
学
部
（
定
員
制
限
な
し
）
、

葛
等
部
（
普
通
科
1
0
名
、
保
健
理
療

科
1
0
名
、
専
攻
科
1
0
名
〕

公
立
高
校
定
時
制
・
通
信
課
程
の
生
徒
募
集

定
時
制
課
程

▽
受
付
　
2
月
1
7
日
～
2
月
2
4
日

▽
学
力
検
査
　
3
月
1
3
日

▽
学
力
科
目
　
国
語
、
数
学
、
社
会
、

理
科
、
外
国
語
（
英
語
）

通
信
制
課
程

▽
受
付
　
3
月
3
1
日
～
4
月
1
1
日

毎
日
9
時
～
1
6
時

▽
面
接
と
書
類
審
査
に
よ
り
、
合
石
を

決
定
し
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
教
育
庁

指
導
第
一
部
指
導
第
一
課
（
魯
0
9

2

・

6

5

1

・

1

1

1

1

）

又

は

、

入
学
を
希
望
す
る
学
校
へ
。

遠
賀
町
・
町
民
憲
章

な
ど
を
募
集
中

遠
賀
町
で
は
、
町
制
二
十
周
年
を
記

念
し
て
、
「
町
の
木
」
　
「
町
の
花
」
　
「

遠
賀
町
音
頚
」
　
「
町
民
憲
章
」
を
募
集

し
て
お
り
ま
す
。

☆
町
の
木
、
町
の
花

町
の
自
然
環
境
を
象
徴
す
る
も
の

で
あ
り
、
町
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る

も
の
。

☆
遠
賀
町
音
頭
作
詞

五
章
節
以
内
と
す
る
。

☆
町
民
憲
章

五
箇
条
以
内
、
遠
賀
町
の
独
自
性

☆
応
募
期
間
　
2
月
1
0
日
（
金
）
ま
で

☆
詳
細
は
、
遠
賀
町
役
場
庶
務
課
内
∵

町
制
施
行
二
十
周
年
記
念
準
備
委
員

会
に
お
た
ず
ね
下
さ
い
。

▽
入
学
資
格

各
学
部
と
も
矯
正
視
力
0
・
3
未

満
、
あ
る
い
は
高
度
の
視
機
能
障
害

を
有
す
る
た
め
普
通
学
校
で
は
学
習

し
に
く
い
者
、
お
よ
び
将
来
視
力
が

減
退
し
て
失
明
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

者
。
高
等
部
（
普
通
科
、
保
健
理
壌

科
）
は
中
学
卒
業
以
上
の
学
力
が
あ

る
者
。
高
等
部
専
攻
料
理
原
料
は
、

高
等
部
卒
業
以
上
の
学
力
の
あ
る
者

※
出
願
手
続
な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、

福
岡
県
立
北
九
州
盲
学
校
へ
　
（
晋
6

5
1
・
5
4
1
9
）

無
縁
墳
墓
の
改
葬

▽
所
在
地
　
宮
崎
県
清
武
町
大
字
加
納

甲
一
四
四
七
番
地

。
届
出
先
　
清
武
町
役
場
環
境
保
全
課

（

含

0

9

8

5

8

・

5

・

1

1

1

1

）

。
届
出
期
限
　
5
9
年
1
月
3
1
日
ま
で

▽
所
在
地
　
佐
賀
県
伊
万
里
市
二
里
町

大
里
字
札
ノ
尾
甲
二
〇
六
六

。
届
出
先
　
伊
万
里
市
役
所
都
市
開
発

課
都
市
計
画
係
（
晋
0
9
5
5
2
・

3
・
2
1
1
1
〕

。
届
出
期
限
　
5
9
年
1
月
3
1
日
ま
で

▽
所
在
地
　
福
岡
市
西
区
大
字
小
田
字

中
間
六
七
－
一
、
七
二
－
一

。
届
出
先
　
小
田
町
内
会
長
・
高
橋
邦

登

（

麿

0

9

2

・

8

0

9

・

2

2

3

4
）

。
届
出
期
限
　
5
9
年
2
月
2
9
日
ま
で

▽
所
在
地
　
北
九
州
市
八
幡
西
区
大
字

畑
一
六
五
、
一
六
八
「
黒
木
墓
地
」

。
届
出
先
　
北
九
州
市
土
地
開
発
公
社

（

魯

5

8

2

・

3

1

6

2

）

。
届
出
期
限
　
5
9
年
3
月
9
日
ま
で

▽
所
在
地
　
兵
庫
県
三
田
市
下
相
野
字

高
額
「
高
熊
平
野
基
地
」

。
届
出
先
　
三
田
市
役
所
生
活
環
境
課

生

活

係

（

魯

0

7

9

5

6

・

3

・

4

4
0
0
1
）

。
届
出
期
限
　
5
9
年
1
月
3
1
日
ま
で

2月のし尿汲取予定日
1日　猪熊6区、頃宋（1、2、3、4、7、10

区）

2日　猪熊2区、頃末（1、7、8、16区）、林
住宅、吉田三（垣添町住）

3日　猪熊10区、頃末（22、23区）、吉田二6区
吉田三5区

4日　猪熊3区、15日回り（環境整備）、頃末（

22、24区）、吉田二（1、2区）、苫田三
（2、5区）

ど日　猪熊（2、4、5区）、青田三（1、2、
3、5、6、11区）、15日回り（太洋社）

7日　頃末5区、吉田三（緑風園）、新生街（山
ノロ団地）、頃宋（15、25区）

8日　頃末12区、頃末（17、19、20、21区）、頃
末、（松栄荘、15、18区）

9日　頃末6区、頃末（松栄荘、18区）、美吉野、

頃末（9、10、20、21区、水巻苑）、立屋
敷、伊左座、下二

10日　頃末（11、14区）、美吉野、下二、二、吉

田一（4、5、6、7、8、9区、吉田工
場団地）、吉田ニ（1、8区、川端通り、
本村）

13日　古賀、新生街、美吉野、頃末18区、吉田二
（3、5、6、13、14、15、16区）、ニ

14日　古賀、机、吉田二（3、4、6、7、8、
9区、イワゼ町住）、机社宅、立屋敷、吉
田一3区（月夜待）

15日　下二町住、二町住、吉田一3区（商店街）、
吉田三（車返し）

16日　樋口（卯月、中井樋口）、吉田田地（37～
43、46－52棟）、二町住

17日　吉田団地（19～22、27～36、44、45、53～
57、86、94～101棟）

18日　樋口、猪熊、、吉田団地（1～6、8－10、
12、16－18、23－26、60～65、83～85、

102｝104、109～113梼）

20日　猪熊町住、15日回り（環境整備）、吉田団

地（7、11－15、66－73、75－82、87－93、
105、108棟）

21日　古賀県住、下二（1、2、3区）、吉田団
地分譲、15日回り（大洋社）

22日　猪熊、二（1、2区、野間町住）、吉田二
（本村）

23日　猪熊、樋口、二、伊左座

24日　樋口（赤水、川端通り）、二（1、2区）、
伊左座（3、5区）、下二（4、10区、双

葉荘）
25日　樋口、猪熊、下二（5、6・7区）、伊左

座、（3、5区）

27日　みずほ団地

28日　みずほ団地

－お　願　い一

汲取口の近くには、犬をつながないで下さい。

犬が噛みつく事故がおこっています0



水
巻
昔
ば
な
、
し

⑳
　
　
石
　
炭
　
物
　
語
　
口

水
　
巻
　
の
　
札

水
巻
の
中
央
四
国
八
十
八
ヶ
所
に
は
、
縁
起
の
古

い
も
の
か
ら
炭
坑
に
関
係
し
た
新
し
い
札
所
ま
で
、

三
十
八
ヶ
所
の
霊
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で

も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
札
所
を
新
設
し
た
明
治
三
十

七
年
当
時
、
多
く
の
炭
坑
が
あ
っ
た
古
賀
と
吉
田
に

お
い
て
札
所
の
多
く
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て

水
巻
町
内
の
札
所
は
炭
坑
と
関
係
の
あ
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。
な
お
札
所
め
ぐ
り
は
、
町
内
の
史
跡

探
さ
く
を
か
ね
た
絶
好
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
で

も
あ
る
。
町
内
の
皆
様
に
お
す
す
め
す
る
。

猪
熊
　
（
四
ヶ
所
）

十
二
番
観
世
音
菩
薩
（
芭
蕉
碑
の
あ
る
銀
杏
の
木

の
下
）
、
七
十
番
馬
頭
観
世
音
菩
薩
（
字
犬
上
に
あ

る
）
、
九
番
釈
迦
如
来
（
字
犬
上
の
廃
寺
と
な
っ
た

河
隣
寺
跡
に
あ
る
）
、
番
外
虚
空
菩
薩
（
字
大
下
に

あ
る
、
と
げ
ぬ
き
、
い
ぽ
と
り
菩
薩
と
い
う
）

古
賀
　
（
八
ヶ
所
）

五
番
地
蔵
菩
薩
（
豊
前
坊
山
頂
）
、
番
外
稲
荷
大

明
神
（
豊
前
坊
表
参
道
登
り
口
）
、
四
十
番
弥
勒
菩

薩
（
久
我
神
社
裏
）
、
四
十
九
番
釈
迦
如
来
（
報
恩

寺
本
尊
、
開
基
は
永
禄
年
間
、
念
与
上
人
、
寺
号
古

城
山
地
蔵
院
報
恩
寺
、
浄
土
宗
）
、
二
十
五
番
地
蔵

菩
薩
（
城
ノ
元
六
地
蔵
）
、
五
十
四
番
不
動
明
王
（

字
不
動
下
に
あ
る
、
足
谷
次
郎
の
信
仰
仏
と
も
麻
生

の
妃
が
成
田
か
ら
勧
請
し
た
と
も
い
う
）
、
五
十
四

番
番
外
不
動
明
王
（
字
長
谷
の
山
頂
）
、
六
番
地
蔵

菩
薩
（
も
と
頃
末
字
竹
山
に
あ
っ
た
が
開
坑
の
た
め

に
古
賀
字
和
田
に
移
転
、
炭
坑
関
係
の
無
縁
茎
〕

釈
　
（
四
ヶ
所
）

□
発
行
人
　
水
巻
町
長
　
伊
　
藤
　
衛
　
門

所
番
外
三
角
寺
奥
ノ
院
金
光
山
仙
竜
寺
（
字
竜
岩
の

石
窟
中
に
あ
る
。
炭
坑
に
関
係
の
あ
る
物
語
あ
り
）

二
十
三
番
桜
渕
地
蔵
菩
薩
（
二
ヶ
所
に
あ
り
、
一

つ
は
炭
坑
関
係
の
無
縁
墓
、
別
名
旅
人
墓
と
い
う
。

他
は
八
船
地
蔵
菩
薩
、
別
名
川
船
地
蔵
と
も
い
う
、

机
山
荘
下
に
あ
り
）
、
十
六
番
観
世
音
菩
薩
（
机
伊

豆
神
社
境
内
、
通
称
石
体
観
音
と
い
っ
て
伝
説
あ

り
）
、
二
十
二
番
薬
師
如
来
（
字
後
谷
の
西
光
寺
に

あ
っ
た
薬
師
本
尊
を
ま
つ
る
。
西
光
寺
は
足
利
尊
氏

が
泊
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
寺
、
遺
跡
あ
り
）

填
末
　
（
三
ヶ
所
）

六
十
一
番
奥
ノ
院
大
日
如
来
、
四
十
六
番
地
蔵
菩

薩
（
と
も
に
伊
豆
神
社
境
内
に
あ
る
。
葉
山
地
蔵
ま

た
は
与
四
郎
地
蔵
と
も
い
う
、
与
四
郎
に
は
物
語
あ

り
）
、
六
十
五
番
観
世
音
菩
薩
（
十
一
両
観
音
を
ま

つ
る
。
徳
照
寺
境
内
に
あ
り
、
徳
照
寺
は
洞
渓
山
徳

照
寺
、
開
基
は
元
和
九
年
に
浄
善
上
人
に
よ
る
、
真

宗
、
与
四
郎
の
墓
あ
り
）

立
屋
敷
　
（
二
ヶ
所
）

二
十
六
番
薬
師
如
凛
、
二
十
七
番
観
世
音
菩
薩
（

鏡
観
音
と
も
い
う
、
砧
姫
の
鏡
を
ま
つ
る
と
の
伝
え

あ
り
、
と
も
に
長
専
寺
境
内
に
あ
る
。
長
専
寺
は
永

禄
年
間
に
念
与
上
人
の
開
基
、
寺
号
薬
王
院
砧
山
長

専
寺
、
浄
土
宗
、
机
の
西
光
寺
が
移
転
し
た
と
の
説

あ
り
）伊

左
座
　
（
三
ヶ
所
）

八
十
四
番
観
世
音
菩
薩
（
字
寺
島
に
あ
っ
た
観
音

像
を
ま
つ
り
今
は
札
所
を
外
れ
て
い
る
）
、
五
十
七

番
阿
弥
陀
如
来
、
由
十
八
番
観
世
音
菩
薩
（
と
も
に

ｒ
　
□
編
集
水
巻
町
総
務
課
（
電
2
0
1
－
4
3
2
1
）

字
前
田
に
あ
り
）

上
二
　
（
四
ヶ
所
）

七
十
七
番
薬
師
如
来
（
字
運
の
信
行
寺
境
内
に
あ

り
、
寺
号
意
光
山
信
行
寺
、
真
宗
、
本
尊
は
藤
崎
隼

人
が
天
正
年
間
に
奥
州
か
ら
奉
持
し
た
と
の
伝
あ
り
、

た
だ
し
仏
像
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
な
い
）
、
十
九
番
地

蔵
菩
薩
（
別
名
船
津
地
蔵
と
も
い
う
）
、
五
十
二
番

観
世
音
菩
薩
（
十
九
番
地
蔵
の
そ
ば
に
あ
る
）
、
二

十
四
番
奥
ノ
院
虚
空
菩
薩
（
梅
道
に
あ
っ
た
が
今
は

遠
賀
川
土
手
沿
い
の
中
間
地
内
に
あ
る
）

下
二
　
（
二
ヶ
所
）

二
十
九
番
観
世
音
菩
薩
（
石
体
観
音
、
附
近
の
土

中
か
ら
出
た
板
碑
あ
り
）
、
十
九
番
奥
ノ
院
地
蔵
菩

薩
（
炭
坑
関
係
者
の
無
縁
墓
、
別
名
旅
人
墓
、
「
有

縁
無
縁
一
如
之
霊
地
」
の
碑
あ
り
）

吉
田
（
八
ヶ
所
〕

二
十
番
奥
ノ
院
地
蔵
菩
薩
（
音
は
一
本
松
の
と
こ

ろ
で
附
近
に
古
墳
が
あ
っ
た
）
、
六
十
一
番
地
蔵
菩

薩
（
む
か
し
岩
瀬
へ
の
タ
テ
道
わ
き
に
あ
り
首
な
し

地
蔵
と
も
い
う
）
、
五
十
八
番
観
世
音
菩
薩
、
四
十

七
番
阿
弥
陀
如
来
（
字
御
輪
地
に
あ
り
）
、
三
十
一

番
文
殊
菩
薩
（
先
役
の
屋
敷
附
近
に
あ
っ
た
が
炭
坑

の
た
め
筑
豊
線
の
間
の
小
山
に
移
転
、
板
碑
あ
り
）
、

四
十
七
番
番
外
阿
弥
陀
如
来
（
妙
楽
寺
本
尊
、
寺
号

夢
想
山
妙
楽
寺
、
開
基
僧
了
雲
、
天
正
こ
ろ
、
真

宗
）
、
七
十
六
番
薬
師
如
来
、
六
十
二
番
観
世
音
菩

薩
（
と
も
に
鯉
口
松
月
庵
に
あ
り
、
享
保
十
四
年
に

折
尾
正
願
寺
の
燈
与
上
人
の
開
基
、
一
宇
一
石
の
塔

あ
り
）以

上
、
水
巻
の
札
所
三
十
八
ヶ
所
。

（
文
）
水
巻
町
郷
土
史
研
究
会
　
会
長
　
柴
田
　
貞
志

孟 冒 焉 ‡ 管 主 冒 奉 呈 望 彗 3 詰／＼
。雪 盲 苧 妄 莞 賢 哲 警 2’三 高 芸

捨 完 2　肇　 0 ①　 で 一二 革 1’正

－　 7　 5　 3　 等 ‡ 三 筈 童 前

⊂：：：：：＝ｌち
の
解

放
ロ

． 1 縞 目 警

め　コ　3　ま　〉
て　ス　を　ず
Ｃ　ミ　ハ　1

Ｉｉｉｌ　　 ㌫ 牟 套皆 目 簑轟蟹 】

□
印
刷
　
冷
牢
田
印
刷
合
資
会
社


